
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

出し手（農地所有者） 

・規模を縮小したい 

・高齢で農業を続けることが厳しい 

・相続した農地の管理に困っている 

受け手（耕作者） 

・農地を借りて規模を拡大したい 

・新たに農業を始めたい 

 

貸借条件調整 

地域の話し合い 

地域計画の確認及び

作成・見直し等 
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農地中間管理事業の相談窓口として

手続き等をお手伝いしています。 

公益財団法人 長野県農業開発公社 

   （長野県農地中間管理機構） 

農地中間管理事業の特徴 

農地中間管理事業のしくみ 

 

● 公的機関を介しているため、安心して

農地を貸すことができる。 

● 貸借期間満了後、農地は確実に返還さ

れる。 

● 賃料は、口座振込により公社から所有

者へ確実に支払われる。 

● 貸借期間満了後に継続して貸付する場

合も更新手続きが簡単にできる。 

● 一定の要件を満たせば、固定資産税が

２分の 1に軽減される。 

出し手(農地所有者) 

● 長期に安定して農地の借入れができる。 

● 経営規模の拡大ができる。 

● 賃料は、公社がまとめて出し手に支払う

ため事務が一本化できる。 

（出し手ごとに分けて支払う必要がない） 

● 貸借期間満了後に継続して借受ける場

合も更新手続きが簡単にできる。 

受け手(耕作者) 

松本市 農業委員会事務局 


